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本会が期待する成育基本法の効用

日本産婦人科医会第112回記者懇談会

（平成29年9月13日）

公益社団法人

日本産婦人科医会 副幹事長

石谷 健 （いしたに けん）

・平成15年7月30日少子化社会対策基本法

・小児保健法として検討（平成20年3月～平成21年8月）

小児医療の地域格差問題が焦点であり、

産婦人科医療の関与は少なかった

・H20年1月～ 新たに「成育」の概念を導入し検討開始
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成育基本法の発端は少子化対策

思春期・周産期を含む性成熟期における

産婦人科医療の重要性が認識されはじめた
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Ⅰ はじめに

Ⅱ 基本的な考え方～少子化対策は新たな局面に～

Ⅲ 重点課題（医療分野は無し）

Ⅳ きめ細かな少子化対策の推進

（１．各段階に応じた支援 の多くは産婦人科医療と関連）

Ⅴ 施策の推進体制等
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少子化社会対策大綱

（平成27年3月20日 3回目閣議決定）

産婦人科医療が徐々に盛り込まれるようになってきた
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内閣府
ＨＰより



3

5内閣府
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内閣府ＨＰより
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7

内閣府
ＨＰより

・「日本産婦人科医会の挑戦」（第100回記者懇談会）

・「少子化対策と税制～児童税額控除の導入を」（第92回）

・「産婦人科医からの少子化に対する警告」（第79回）

・「日本産婦人科医会が提言する少子化対策」（第78回）

以前は医療者（産婦人科医）の間でも、少子化対策・成育医療に

おける産婦人科の役割に対する理解が乏しかった
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少子化対策における本会の主張は一貫している

成育基本法成立による少子化対策における医療の役割が明確化する

法的根拠の存在は、本会からの提言を実現に導く第一歩
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成育基本法（理念法、議員立法）の成立

・成育基本法に基づく結婚、妊娠・分娩、育児に渡る切れ目のない課題に対して

の政策を立案 ➡ 医療・保健・福祉における少子化対策そのもの

・国、地方公共団体、医師等の責務を明確化することにより、現システムを

有機的に連携させ、支援の薄い部分を補う施策を創設する

本法律を核として、成育基本計画、大綱や各法律において、

本会から、産婦人科医が担う役割の重要性を主張し、社会貢献についての

具体策を提案する

➡ 国民の利益（健康及び福祉の増進、有効な少子化対策）に資するため、

その実現に向けた制度や補助の充実に繋げていくための内容を、

基本計画等に盛り込む

成育基本法成立後の流れ
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1) 思春期：子どもへの性教育・思春期医療における

産婦人科医の積極的な活用（89,90回記者懇談会）

2) 不妊治療費用、出産育児一時金等の補助の充実（107回）

3) 周産期：母子健康チェックと保健指導の充実（86,91回）

周産期メンタルヘルスケアの確立（88,110回）

周産期医療体制の充実

・周産期医療の確保と充実（102,104,105,109回）

・新生児スクリーニング（87,97回）

・風疹、梅毒、HPVの予防（103,106回）
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本会から成育基本計画に盛り込むべき事項

産婦人科医療が果たせる役割は多岐にわたる
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これまで周産期医療の整備に追われてきたが、

今後は少子化対策に向けて、周産期の時期に限らず、

女性のライフステージに応じた産婦人科医療が

さらに重要となる。

日本医師会との連携により、

特に思春期・性成熟期における産婦人科医療の

重要性を成育医療（成育基本法）に反映させていく

まとめ
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